
区議会事務局／10階　
☎︎（3228）5585　FAX（3228）5693

会議日程 
本会議＝6月29日、7月1日～3日·16日
常任委員会＝7月7日～9日
特別委員会＝7月10日·13日·14日
☆どなたでも傍聴できます。日程は、変わることが
あります
開会 午後1時から

一般質問放送日時（J:COMチャンネル）　
☆区内のみ視聴可
7月11日（土）·12日（日）·18日（土）·19日（日）＝
午後6時～8時15分
7月13日（月）·15日（水）·17日（金）＝午後6時～
7時30分
☆放送についての問い合わせは、Ｊ:ＣＯＭ東京☎︎
0120（999）000へ（午前9時～午後6時）

中野区議会 第2回定例会
6月29日（月）～7月16日（木）

◀︎詳しくは、区 へ

納 付 書 払 いは便 利なキャッシュレス決 済で

納付書･口座振替または
年金からの天引きで納める方へ

特別区民税･都民税･森林環境税を

　令和8年度の特別区民税･都民税･森林環境税（普通徴収分･年金特別徴収分）
の納税通知書を6月11日に郵送します。なお、3月17日以降の申告は、反映され
ていないことがあります。中野区に届いた順に処理し、変更通知等を送付します。
　普通徴収分の第1期の納期限は6月30日です。期限内の納税をお願いします。

　いつでもどこでも簡単に納付できます。キャッシュレス決済の場合、領収証書は発行されません。
　なお、区役所や地域事務所などの窓口では、キャッシュレス決済による納付はできません。

　スマホ決済アプリを利用して、納付書のバー
コードを読み取り納付します。

　事前に利用手続きが必要。各金融機関のイン
ターネットバンキングにアクセスし、納付します。

　AIRPOSTを使って、スマホから簡単に口座振替の
申請ができます。
利用可能な金融機関 三菱UFJ銀行　など

　6月11日から地域事務所、区役所2階住民記録係で交付します。交付
手数料は1通300円。
　納税者本人が交付申請する場合は本人確認書類（マイナンバーカード･
運転免許証など）を、代理人が交付申請する場合は委任状（納税者本人の
自署または押印があるもの）と代理人の本人確認書類をお持ちください。
☆給与特別徴収分の課税（納税）証明書は5月18日から交付しています

　若宮･大和町地域を走るコミュニティ交通の愛称と
ロゴマークを募集したところ、愛称は140件以上、ロ
ゴマークは70件以上の応募がありました。

　集会室等は6月30日（火）まで利用できます。

A
エ ア ポ ス ト

IRPOSTで簡単に申請できます

令 和 8 年 度 特 別 区 民 税 ･ 都 民 税 ･
森 林 環 境 税（ 普 通 徴 収 分 ･ 年 金 特 別 徴 収 分 ）の
課 税（ 納 税 ）証 明 書 の 交 付を開 始します

　スマホアプリ「モバイルレジ」または区 （上記
二次元コード）からアクセスする専用 「ネットd

デ

e
モバイルレジ」で手続きします。
☆手数料が掛かります

　ペイジーマークの表示があ
るATMで納付します。

スマホ

インターネットバンキング

クレジットカード

ATM

問合先

☆いずれも区役所2階。
ファクスは（3228）5456
納税通知書について＝課税係　
☎（3228）8913
納付方法、口座振替について＝収納係　
☎（3228）8920
課税（納税）証明書について＝課税係　
☎（3228）8914
納税の相談について＝納税係　
☎（3228）8924

◀︎納税方法などに
　ついて詳しくは、
　区 をご覧ください

口座振替に変えたい方は

ウォーカブル係／9階　
☎（3228）5819　FAX（3228）5668

地域施設係／4階　
☎（3228）8945　FAX（3228）5620

鷺宮図書館（鷺宮3-22-5）
☎（3337）1044　FAX（3337）7397
江古田図書館（江古田2-1-11）
☎（3319）9301　FAX（3319）9302

☆他の図書館は、通常どおり利用できます

6月16日（火）～18日（木）
蔵書点検のため

図書館は休館します
コミュニティ交通の
愛称愛称とロゴマークロゴマークが

決まりました

鍋横区民活動センター分室は
6月30日（火）で閉館します 「みはとバス」

愛 称 ロゴマーク

住民記録係／2階　
☎（3228）5500　FAX（3228）5456

　建物を新築した場合や建て替えた場合は、住居表
示の届け出を行ってください。届け出をしていないと、
居住する方が住民異動届（転入届等）の手続きをする
際に受け付けできません。
　アパート等の名称を変更した場合も、同様に届け出
が必要です。
　なお、同一住居表示の建物が複数あり、条件を満
たす場合、申請により、住居表示の末尾に「-1」などの
補助番号を付けることができます。詳しくは、住民記
録係へ問い合わせを。
☆「建物その他の工作物新築届」は電子申請や郵送で
も申請可

「町名表示板」を配布しています
　希望する方は、郵送または直接、住民記録係へ申
請を。申請書は区 からダウンロードできます。
☆対象などについて詳しくは、区 で確認を

住居表示の届け出を
お忘れなく

▲�町名表示板。住居番号表示板
（写真右）と並べて取り付けを

▲︎�区

▲�これからもぜひ
ご利用ください
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